
八幡浜市部活動等送迎バス運転手免許取得費補助金交付要綱 

令 和 ８ 年 ５ 月 １ ２ 日 

教育委員会要綱第５号 

 

（趣旨）  

第１条  この要綱は、八幡浜市教育委員会が推進する部活動の拠点校方式及び地

域クラブ活動における生徒の安全かつ円滑な移動手段を確保するため、次条に

規定する対象免許を取得する者に対し、予算の範囲内において、八幡浜市部活

動等送迎バス運転手免許取得費補助金（以下「補助金」という。）を交付するこ

とについて、八幡浜市教育委員会補助金等交付要綱（平成２０年教育委員会要

綱第４号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（対象免許等）  

第２条 補助金の交付の対象となる免許等（以下「対象免許」という。）は、次の

各号のいずれかに該当するものとする。 

⑴ 道路交通法（昭和３５年法律第１０５号。以下この条において「法」とい

う。）第８４条第３項に規定する大型自動車免許又は中型自動車免許 

⑵ 法第８４条第４項に規定する大型自動車第二種免許又は中型自動車第二

種免許 

⑶ 法第９１条に規定する免許の条件の解除 

（補助対象者）  

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次に掲

げる要件の全てを満たす者とする。 

 ⑴ 補助金の交付申請時において、八幡浜市に住所を有していること。 

⑵ 指定自動車教習所において、対象免許を取得するための教習等を修了し、

当該免許を新たに取得した者であること。 

⑶ 対象免許の取得日が、補助金の交付申請を行う会計年度内であること。 

⑷ 対象免許の取得後、速やかに教育長が指定する部活動等の送迎業務に従事

することができる者で、かつ、３年以上従事することを確約できる者である

こと。 

⑸ 市税等の滞納がないこと。 



⑹ 八幡浜市暴力団排除条例（平成２３年条例第３７号）第２条第３号に規定

する暴力団員等でないこと。 

（補助対象経費） 

第４条 補助金の交付対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、対象

免許の取得のために指定自動車教習所に対して支払った入学金、教習料、教材

費、検定料その他教育長が必要と認める経費とする。 

（補助金の交付額及び交付回数） 

第５条 補助金の額は、補助対象経費の全額とし、１０万円を上限とする。 

２ 補助金の交付回数は、補助対象者１人につき１回限りとする。 

（交付申請及び請求） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下この条及び次条において「申請

者」という。）は、対象免許取得後、八幡浜市部活動等送迎バス運転手免許取得

費補助金交付申請書兼請求書（様式第１号）に関係書類を添えて、当該年度の

３月末日までに教育長に提出しなければならない。 

（交付決定） 

第７条 教育長は、前条に規定する交付申請書兼請求書を受理したときは、速や

かにその内容を審査し、補助金の交付に係る可否を決定し、八幡浜市部活動等

送迎バス運転手免許取得費補助金交付決定（不交付決定）通知書（様式第２号）

により申請者に通知する。 

（実績報告） 

第８条 八幡浜市教育委員会補助金等交付要綱第７条の規定にかかわらず、補助

金に係る実績報告は、第６条に規定する交付申請書兼請求書の提出をもってな

されたものとみなす。 

（交付決定の取消し及び返還） 

第９条 教育長は、交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認め

たときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金

の全部又は一部の返還を命ずることができる。ただし、疾病、災害その他教育

長がやむを得ないと認める事由による場合は、この限りでない。 

 ⑴ この要綱の規定に違反したとき。 

⑵ 補助金の申請に関し、偽りその他の不正な行為があったとき。 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、補助金の交付が適当でないと教育長が認める



とき。 

（その他） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、教

育長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、公布の日から施行し、令和８年４月１日以後に取得した対象免許

に係る経費について適用する。

  



様式第１号（第６条関係） 

                              年  月  日  

 

八幡浜市教育委員会教育長 様 

 

申請者 （〒   －    ） 

住  所 八幡浜市 

氏  名 

電話番号  

               

八幡浜市部活動等送迎バス運転手免許取得費補助金 

交付申請書兼請求書 

 

八幡浜市部活動等送迎バス運転手免許取得費補助金交付要綱第６条の規定に基づき、下記

のとおり関係書類を添えて申請し、交付決定された場合は、申請内容のとおり請求します。 

記 

１ 
取得した免許の種類 

（該当する項目に✓を記入） 

□中型自動車免許 

□大型自動車免許 

□中型自動車第二種免許 

□大型自動車第二種免許 

□限定解除（内容：                ） 

２ 補助対象経費         円（対象免許取得に要した経費） 

３ 交付申請額（請求額）         円（補助対象経費の全額、上限 10万円） 

４ 免許取得日 年    月    日 

５ 振込先 

金融機関名  

店 名  

種 別 普通 ・ 当座 

口座番号  

フリガナ  

口座名義  

６ 添付書類 

⑴ 新たに取得した対象免許に係る運転免許証の写し 

⑵ 補助対象経費の金額を証する書類（領収書等の写し等） 

⑶ 誓約書（別紙） 

 



（別紙） 

 

八幡浜市教育委員会教育長 様 

 

誓 約 書 

 

私は、八幡浜市部活動等送迎バス運転手免許取得費補助金の交付申請にあたり、次の事項

を遵守することを誓約します。 

 

１ 補助金の対象となる免許取得後、速やかに教育委員会が指定する部活動等送迎バスの

運転手として、３年以上継続して従事します。 

 

２ 自己の都合により前項の期間に満たないうちに運転業務を辞退した場合は、要綱の定

めに従い、速やかに補助金を返還します。 

 

３ 市がこの補助金交付事務処理に必要な範囲において、次のことについて調査すること

に同意します。 

⑴ 住民基本台帳の情報 

⑵ 市税等の納付状況 

 

４ 私は、八幡浜市暴力団排除条例（平成２３年条例第３７号）第２条第３号に規定する

暴力団員等に該当しません。 

 

 

 

 

年  月  日  

 

住 所 

 

氏 名 

（押印又は自署） 



様式第２号（第７条関係） 

八 教  第   号  

  年  月  日  

      

       様 

 

 

                      八幡浜市教育委員会教育長 

 

 

八幡浜市部活動等送迎バス運転手免許取得費補助金 

（交付決定／不交付決定）通知書 

 

  年  月  日付けで申請のあった八幡浜市部活動等送迎バス運転手免許取

得費補助金について、次のとおり決定したので通知します。 

 

記 

１ 決定内容 □ 交付決定 ・ □ 不交付決定 

２ 
（交付決定の場合） 

補助金の交付額 
円 

３ 
（不交付決定の場合） 

不交付決定の理由 

 

 

 


